
はい いいえ

利用（道路占用）の手続きを履行する能力を有しない者

利用料を納める能力を有しない者

道路法第７１条第１項の規定に基づく監督処分を受けて是正がなされていない者

道路法第７３条第1項の規定に基づく督促状により督促をしている者

暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)
第２条第２号に規定する暴力団をいう｡以下同じ｡)又は暴力団員(同法第２条第６号
に規定する暴力団員をいう｡以下同じ｡)である者

自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を給与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者

暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者

特定多数又は不特定多数の利便を向上させるものである

土地の改変や工作物等の設置を行わない

橋脚やフェンス等の道路構造物に損傷を与えない

易燃性又は爆発性物件、その他危険と認められるものは使用しない

球技など物品がフェンスを越えるおそれのある行為はしない

騒音や悪臭など、周辺に悪影響を与えるおそれはない

風俗営業、政治活動又は宗教活動等に該当しない

区画外において道路占用に該当する行為は行わない

道路法をはじめ各種法令等を遵守する

別紙３－１

利用内容について 

次に掲げる事項のいずれにも該当しない

確認項目

利用者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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